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東京都の「日の丸・君が代」強制問題について

加藤 文 也 （国歌剤 昌義務不存在確認訴訟弁護団事務局長、弁護士）

1 10・ 2 3 通達が持っている問題点

東京都教育委員会 （都教委）の横山教育長は、2 0 0 3 年

1 0 月2 3 日付けで 、卒業式 な どの 学校行 事 において 、式典の

内容の詳細 （国旗を掲揚する場所の指示を含め）を定め、教

職員に対しては「君が代」斉唱を義務づけ、従わなかった場

合は処 分 をす る と い う、実 質 上 、教 育 現場 にお いて 「日の

丸・君が代」を強制する通達 （以下、「1 0 ・ 2 3 通達」とい

う）をだ した。

これ は、 1 9 9 9 （平成 1 1 ）年 8 月 13 日に 「国旗・国歌 法」

が成立した際、その立法にあた った内閣官房長官が、「起立

する 自由もあ れば 、また起 立 しない 自由もあ ろ うか と思 うわ

けで ござい ま して 、この法制 化 はそれ を画一 的に しよ うとい

うわ けで ござ いま せん 。」 と述べ て いたの とも異な る対 応 で

ある。

また 、それ まで、多 くの都 立学校 に おいて 、卒業式 、入学

式な どの 学校行 事は各 学校 ごと にその 内容を決 めて お り、学

校に よっては 、卒業式 の内容 につ いて 、生 徒も参 加 し、教職

員と一 緒 にな って決 め てい た ところ もあ った 。「君 が代 」斉

唱が行われている高校においては、事前に、教頭などが生徒

に対 して、各個 人 には、思想・ 良心 の 自由があ り、各 個人の

考え に した が って 対 応す る こと もで き る 旨話 した り してい

た。が 、この通 達は 、都教委 で式の 内容 を決め 、その よ うな

対応を認め ないとす るもので あ った。

その よ うな中 で、 今年 （2 0 0 4 年 ） にな り、上 記通 達 は、

教職員の内心 の 自由 を侵害す ると して、約3 5 0 名の教 職員が

都教委を相手に国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟 （無名抗

告訴訟）を、東京都を相手に国家賠償請求訴訟を起こした。

この 訴 訟 は 、 予 防 訴 訟 と して の 機 能 を 持 つ と 考 え ら れ 、

1 0 ・ 2 3 通達 がお か しい と考え る多 くの教 職員 が手を繋 いで

立ち上が ったこ とに意 味があ ると考え る。

2 10・2 3 通達後の東京都の対応

都教委は、10 ・ 2 3 通達後に行われた都立高校の周年行事、

卒業式、入学式において 「日の丸・君が代」を強制 し、それ

に従わなかった教職員、2 5 0 名弱に対 して懲戒戒告処分 （3

名に対 してはカ戎給処分 ）を 言い渡 した。 都教委 が これ だけ大

量の教 職員 を一 時 に処分 したの は、 こ こ3 0 年 来な か った こ

とであ り、都教 委の対 応の異 常 さが際 だ って いる と言 わざ る

をえない。 この処分 を受けた教 職員の 内約2 0 0 名 は、処分を

不服と して都の人事委員会に審査請求の申立を行い、人事人

事委員会での審理が始められている。

都教委 は、 さ らに 、卒業式 な どにおい て、（国歌 斉唱 時に）

生徒の不起立が多かった学校の管理職、教員に対 して、厳重

注意、注 意処分 を言 い渡 した が、 この よ うな ことは これまで

になか った ことであ る。 この こ とは、 また、今 回の都教 委の

「 日の丸・君が代」強制の実際の狙いは、生徒を含めた教育

現場全体 での 「日の丸・ 君 が代」 の強制 にあ る ことを示 して

いると思 われ る。生徒 の不起 立が 多い ことが教 員の指 導力不
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足と して処 分の 対象 とされ る とい うこ とを生 徒が 知 った ら、

生徒 が 自分 の判 断で不 起立 で歌わ ない ことはな かな か出来 ず

らくなる こと は明 らかであ る。教員 も、 自分が指 導力不 足で

処分 される の を防 ぐた め、生徒 に対 して 「日の丸」 に敬 意を

払い、「君 が代 」 を斉 唱す る よ う強 く指 導す る よ うにな る こ

とは 明 らか であ る （実 際、既 に、一部 の高校 では教 員 が校長

より生 徒 に 「君 が代」 を歌 うよ う指導 する よ うにと命令 され

ている）。 この よ うな都教委 の対応 は、子 どもの権 利条 約で 、

子どもに保 障され た表現の 自由 （1 3 条）、思 想、良 心の 自由

（14 条）を も侵 害する ことになる と考え られ る。

その上、都教委は、処分を受けた教職員に対 して、その処

分を受けた教職員の多くがその処分について争 っている段階
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にある にもかかわ らず、6 月 2 7 日付 けで再発防止 研修命令 を

出して きた 。 これ に対 して 、呼 び 出 しを受 けた教 職 員側 が 、

処分 の取 り消 しと執行 停止 を求め た ところ 、裁 判所 （東京 地

裁） は、7 月 2 3 日付 けで執行停止 の申立 に対 して、申立 自体

は棄 却 したものの 、理 由中の 判断 で、再 発防止 研修 はや り方

如何 では違憲・ 違法 とな る旨判 断 した。 実際 、8 月3 日、9 日

に再発防止研修が行われたが、上記裁判所の判断があ ったた

めか 、その 日の「研修 」で は、再発 防止 と称 して「反省」を強

いる よ うな教 職員の 内心 の 自由 に踏 み込む と思 われる よ うな

ことはなされ なか った。 が、再発 防止 研修な る ものが、 これ

で終わ りになるの か、「反 省」が不十分 である と してさ らに続

けられ ることにな るか予断 を許さな い状 況が続 いて いる。

高知県こども条例の成立

吉岡 太 史 （高知高教組書記次長）

『高知 県 こ ども条 例』 が 7 月県 議会 におい て成 立 しま した。「多 くの子 ども と大人 が参加 し、長 い時 間 をか けて思 い を集 め た」（条 例前

文）条例 は、今 後 どの よ うな形 で生 かされる こ とに なるの で しょうか。以 下 、条例 の構成 と制定 をめ ぐる論議 の一端 を紹介 し、今後 の課

題につ いてふれ たい と思い ます。

条例の構成

条例 は前文 と7 章 か ら構成 されて います。前文 には 、「日本

国憲 法や児 童の権 利 に関す る条約 な どの 理念 を踏 まえて、 こ

どもの人 権 が守 られ な けれ ばな りません … …社会 や大 人 が、

こどもを一 人の人 間 と して認 める ことが 出発点 にな ります …

…一人 一人 の こどもが 、幸せ で、豊 か に育 ち、 自分の人 生の

主人公 で い られ るこ とを大人 が支援 レ ‥…」 と 、条例制 定の

趣旨が述 べ られ ています 。

第 1章か ら第4 章 は、「あるがままで愛される」「学 ぶ」「自分

を表す」などの文言を用いながら、子どもが育つ過程で大切な

いくつかの権利 が確認 されています。条例案をまとめた検討委

昌会 は 「人 間の権利 は絶 えず確認 していないとおろそかにな っ

てしまうの です」と説明 して います 。第 5 章で は、「（子 どもが）

地域で育つ」ことを重視 して地域・学校・家庭の役割をそれぞ

れ規定 し、互 いが積極的な交流に努める ことを促 しています。

この条例の特色ともいえる第 6 章 には、条例が実効性 を持 つ

ための具体的な 「推進計画」 やそれ にもとづく施策 を検討する

「 推進委鼻会」の設置が盛 り込まれています。この推進委員会

の委員は「 15 歳以上の子どもを含む県民から知事が任命」す

ることにな っています。

県議会での論議と条例案の一部修正

今回の条例制定をめぐっては、県議会での論議を中心 に、

「（権利の明記が）拡大解釈や乱用 につながるのではないか」

「 授業 が成 立 しな い・ 校 内 を生 徒が はい か いす るな ど、 学校

現場の困難な現実が条例によって正当化されかねない」との

巨岩
ミ出さ れ ま した 。条例 案が 継続審 査 とな った 2 月県議 会

どもの権 利条 約 第 75号 ・ 2004 年 8 月20 日号

では、一部の教職員組合から提出された 「子どもの権利条約

の極端な解釈等によって学校では子どもたちの行き過ぎた権

利主義 が蔓延 し秩序 を失 いつ つあ る… ‥・こ ども条例 の慎重 な

検討を求め る」 との趣 旨の請願 も採択され ま した 、

そ う した危 ぐも あ って 、 この7 月県 議会 では 、 2 1県 政会

（先 の知事 選 挙を め ぐって 自民 党か ら分 裂 した会 派 ）が 修正

案を提 出 し、「ゆ っく り休 んだ り、 遊ん だ りす る ことが で き

る」 ことを 明記 した条 文 の削 除や 、「こども の意 見 が大 人 と

同等 に尊重 され る」 との 条文が 「こどもの意 見が 適切 に尊重

され る」 と修正 されたの です。

今後の課l琶

条 例の 第4 条2 項 には、「こど もは、 自分 自身 を大 切 に し、

他の 人も大 切 に しな けれ ばな りま せん 。 この 場合 にお いて 、

お互 いの権利 の行使 が制約 され る ことがあ ります」 との規 定

があ りま す。 これ につ い ては 、「権利 の制 約 によ って 条例 の

趣旨 がゆがめ られ るので はない か」 との 懸念が 少な くな い県

民か ら出 され てい ます 。 また 、「救済機 関 や罰 則規 定 のな い

条例 は実 効性 に欠 ける」 との批判 もあ ります。 そ して、 よ り

根本的 に は、「子 どもの権 利 条例 をつ くる こ とで はな く、健

やか に育つ 環境 づ く りを推進 す る ことが 目的 」（県 教 委 こど

も課 ） とす る条例の 「出発点」 への疑念 があ ります。

そ う した批判・ 疑念 とも あわせ て、今 後は 、推進 委員会 の

設置 と推進 計画 の作 成が 焦点 とな ります 。「多 くの 子 ども と

大人 が参加 」 して制定 された 条例 は、 よ り実質 的な 「子 ども

参カロ・ 県民 参カロ」 に よ って 、条例の 中身 をゆた か にふ くらま

せる ことが求 め られて います 。
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2 0 0 4 年7 月2 6 日可 決

公布・施行2 0 0 4 年 8 月6 日

前文

こどもは高知県の未来です。一 人一人 のこどもが主人公と して、

し求め、夢を持って幸せに育 つて いくことは、県民の原凱′1であり、

矢口県の豊 かな未来を築 いていくた めの重要な課題です 。

自分自身を探

これからの高

そのためには、まず、日本 国憲 法や児童の権利 に関する条約 などの理念 を踏 ま

えて、こどもの人権 が守 られな ければなりません 。もちろん、こどもも社会の一

員と しての役割 を自覚 し、社会のルール や他の人の人権 を守る ことが必要です。

しか し、なにより、社会 や大人 が、こどもを一人の人 間として認め ることが出発

点にな ります。

こどもが幸せを感 じ、豊 かに育 っていける社会 は、同時に、人 と人 とがうまく

つなが りあえ るような温 かい社会 でもあります。この ような社会 をつくるた めに

は、大人 とこどもがきちんと向き合 い、矢口恵 を出 し合 い、失われつつある人 と人

との つな がりや、地域の つながりを取 り戻すことが必要 です。

この条例づ くりの過程 には、多 くの こどもと大人 が参カロし、長 い時間をか けて

それぞ れの 思いを集 め、大 きな力 とな るひとつの形 にして きました。

この条例 を活（い）かすのは、県民である、こどもと大人一人 一人であ り、こど

もが健やかに育ってい くための取組を県民みんなで進 めてい くことが大切 です。

一人一人の こどもが、幸せで、豊か に育ち、 自分の人生の主人公でい られるこ

とを大人が支援 し、こどもが高矢口県で育 って良か ったと感 じられるよ うな社会を

築くため にこの条例 を制定 します。

第 1 章 はじめに

第1条 （めざすもの）

この条例は、高矢口県の未来を担うすべてのこどもが、自 ら考え行動 し、夢や希

望を持ち続け、 自弁焉や郷土を愛 し、心豊 かに健やかに育つことを目的と します。

第2 条 （この条例が定めるもの）

この条例は、前条の 目的を達成するための基本的な考え方を県民全体で共有 し、

こどもが健やかに育つ環境を整えるための 取組を総合 的かつ計 画的に進めていく

ことを定めたものです。

第3 条 （こども）

この条例において 「こども」 とは、 18 歳未満のすべての者をいいます。

第4 条 （大切に したい考え方）

（ D こどもは、どんな立場 、条件 、状況の下 で育っていても、この条例の主人公 で

あり、だれでも一人の人 間として 、その人 格や個性 が尊重 されます。

（ 診こどもは、自分 自身 を大切 にし、他の人 も大切 にしな けれ ばなりません 。この

場合において 、お互いの権利の行使が制約 されることがあ ります。

（ 卦だれも、こどもの人格や個性の成長を妨 げる ような ことを してはいけません。

第 2 章 自分を探す

第5 条 （あるがままで愛 され る）

こどもは、性格、能力、外見、性別、年齢等 にかかわ らず、社会の大切な一員

としてだれか らも愛され、受け入れ られます。

第6 条 （学ぶ）

こどもは、幸せ に育つために、た くさんの ことを学ぶ権利を持 ってい ます。 こ

どもは、その成長に応 じて、どこで何を学ぶか等広 く選択でき、失敗 しても何度

でも学び直す ことができます。

第7 条 （有害な環境 から守 られる）

こどもは、幸せに育つために、その妨げとなる児童虐待をは じめ、身体的及び精

神的に有害な環境に直面 している場合は、その環境から守 られることができます。

第8 条 （自分の権利 を知る）

こどもは、 自分が持 っている様々な権利について、正 しく学び、知る権利があ

ります 。

第 3 章 夢を持つ

第9 条 （夢を持ち続ける）

こどもは、生きる力 となる将 来の夢を持ち、伸ば し、それに向か って進むこと

ができます。

第 10 条 （人と交わる）

こどもは、夢を持つため に、あ らゆる人 と交流する ことで 、た くさんの生き方

や考え方を学び、社会の様々な情報や仕組みを知る ことが でき ます。

第 1 1条 （自然 と交 わる）

こどもは、感性や創造性豊かに育つために、 自然を実感 した り、体験 した りす

ることができます。

第 12 条 （文化 と交 わる）

こどもは、感性 や創 造性豊かに育つために、芸術、スポーツ、伝統文化、葺遊

び及び他の地域の文化 に触れることができます。

第 4 章 自分を表す

第13 条

こどもは、自分が思 ったこと、感 じたことを素直に表現 した り、意見を表明 し

たりす ることができます 。

第 5 章 地域で育つ
第14 条 （地域の役割）

（ D こどもは、学校 や家庭 だけでなく、地域 の住民 、事 業者、団体といった地域の

様々 な人々 とのかかわ り合いの中で育つ ことが大切 であることから、地域の様々

な人々は、 こどもを地域社会の一員 として育て るため に、互 いに、また、学校、

家庭 と協力するよ う努めます。

②地域の様々な人々は、 こどもが 自弁Sや地域の文化 を学 び、社会性 を養 うための

体験の機会を提供するよ う努めます。

第15 条 （学校の役割 ）

（ D 学校は、こどもの学びの場と してだけでな く、地域内のつなが りの拠点のひと

つと して、積極的に地域と交流するよ う努めます。

（ 参学校は、地域の一員と して、情報等様々な資源を地域 に開き、地域の活動に協

力するよう努めます。

第16 条 （家庭の役割）

①家庭は、こどもが育つ原点であ り、こどもに基本的な生活習慣を身につけさせ

る場と しての役割とこどもが心身ともに安 らぎ、 くつろげる場と しての役割を持

つていることから、こどもを保 護する者は、こどもが自立 した社会 の一員となる

ように、責 任を持 って育 てるよう努めます。

②こどもを保護 する者 は、地域 や学校と積 極的に交 流するよう努めます。

第 6 章 未来を創（つく）る

第17 条 （広める）

（ か県 は、 この条例がめざすもの や内容 をこどもにも分 かりやす い様々な手段 や方

法で広めて いきます。

（ a 県 は、 この条例がめ ざすものや 内容 をすべての県民 に広め るため に、高知県 こ

ども条例記念 日を設 けます。

第1 8 条 （進める）

①県は、県民や市町村 との連携 に努め、 この条例に基づ く活動 を進めます。

②県は、県の取組 について、 こどもの視点 に立 って進め ます 。

第19 条 （計画する）

①県は、この条例がめ ざすもの や内容を実現するため 、高光I県 こどもの環境づ く

り推進計画 （以下 「推進計画」 といいます。）を作成 します。

（ 卦推進計画 には、；欠の ことを記載 します。

（ 1）こどもの意見を聴 き、こどもの意見が適切 に尊重される意識づく り及びこど

もに関する意思決定の過程にこ どもが参加できる仕組みづ くりに関する こと。

（ 2 ）こどもが学 び直す機会及 びこどもの居場所 づくりに関すること。

（ 3 ）こどもの様 々な体富美学習の実施及 びこどもの自発的な活動への支援に関する

こと 。

（ 4 ）こどもの人権侵害 に対 する救済 に関すること。

（ 5 ）その他県が必要 と認め る事項

第2 0 条 （計画す る）

①刃］事の附属機関と して、高矢口県こどもの環境づ くり推進委員会 （以下 この条に

おいて 「推進委員会」といいます。） を設置 します。

②推進委員会の任務は、次のとお りと します。

（ り推進計画の作成又は変更 に関する こと及び条例の 目的の実現 に関する重要な

事項を調査審議すること。

（ 2 ）推進計画 に基づき県が実施する こどもの環境 つくりに関す る取組の状況 につ

いて、知事に意見を述べること。

第 7 章 その他ま蕗要なこと

第2 1条 （め ざすもの）

この条 例に定めるもののほか、この条例の実施に閲 し必要な事項は規貝りで定め

ます。

附則

この条例 は、公布 の日から施行 する。

子 ど もの権 利 条 約 第7 5号・ 2 004年 8 月20 日号
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● ■ 誤

「 子どもへの暴力」に関する国際的研究

ー来年 には成果発表の見通 し～

平野 裕 二 （A R C ＝Action forthe Rights ofC hi旧ren）

現在、国連では「子どもへの暴力」に関する総合的な研究

が進め られて いる。

これは、国連・子 どもの権利委員会による一般的討議に端

を発 する もので ある 。委員 会 は、2 0 0 0 年9 月 に 「子 どもに

対す る 国家 の暴 力」、2 0 0 1年 9 月 に 「家 庭 およ び学 校 にお

ける子 どもへ の暴 力」 を テー マ とする 一般 的討 議を 開催 し、

それぞ れ 3 6 項 目 と4 5 項 目の 勧告 を採 択 した。 その な かで 、

子どもの権 利条 約4 5 条（C ）の 規定 にも とづき 、 この テーマ に

関する 「徹 底的 かつ影 響力 を有す る国 際的研 究」 を行な うこ

とが国連事務総長に対 して要請されたのである。

これ まで に も、「武 力紛 争 にお ける 子 ども」 を テー マ と し

て第2 会期 （1 9 9 2 年）に開催された一般的討議で国連事務

総長 に対 して 国際 的 研究 が 要 請さ れ 、 ク ラサ・ マ シ ェル氏

（モ ザ ン ビー ク ） に よ る 研 究 が 実 施 さ れ た こ と が あ る 。

19 9 6 年 に提 出され た同氏 の最終報 告書 （マ シ ェル・ レポー

ト） は、武力 紛争 と子 ども に関する 国連事 務総長 特別 代表の

任命 をは じめ とす る多 くの成 果につ なが った。今 回の 研究で

も同様の効果が期待されている。

研究の担当者に任命されたのは、ブラジルの政治学者で同

国の人 権担 当国務 大臣 も務め たパ ウロ・ セル ジオ・ ピネイ ロ

氏で ある。予 算 もスタ ッフ も限 られ たな か、国連 人権 高等弁

務官事務所、ユニセフ （国連児童基金）、W H O （世界保健

機関） などの 国連 関連機 関、そ して セー ブ・ ザ・ チル ドレン

やワー ル ド・ ビジ ョンを は じめ とす る国際 N G O の全面 協力

を得な が ら作業を進 めてい る。

ピネイロ氏の研究計画は、国連・子どもの権利委員会の意

向も踏 まえた 、きわ めて包括 的・ 野心的 な ものであ る。 すで

にマ シ ェル ・ レポ ー トで扱 われ た武 力紛 争下 の暴 力 を除 き 、

（ a）家庭 における暴力 （有害な伝統的慣行も含む）、（b）学

校・福祉施設・拘禁施設などさまざまな施設における暴力、

（ C）スポーツ、地域、職場、少年司法な どの場面 における暴

力、（d）組織犯罪の過程で生ずる暴力な ど広範な形態の暴力

が検討対象 とされて いる。

研究方法の面では、「子どもたちが、意味のある実質的な

方法 によ り、子 どもの 最善の 利益 にの っと った形で 関与・ 参

加できる」よ うにす ることが 目指 されて いるの も重要で ある。

この 点に ついて は、セ ーブ・ ザ・ チル ドレン をは じめ とす る

国際 N G O がマ ニ ュアル の作 成や フ ァシ リテ一 夕ー研 修 とい

醒芸；支援を行なっている。

権利条約 第75号・ 2004 年 8 月2 0 日号

2 0 0 4 年 2 月 には各 匡I政府 に対 して ア ンケー トが配布 され

た。（i）法的枠組み、（ii）子 どもへの暴力に対応するための制

度的枠組み・資源、（iii）子 どもへの暴力への対応における市

民社会 の役割 、（iv ）暴 力 に対 応す る主体 と しての子 ども 、（∨）

子 どもへの 暴力 に対 応す るた めの 政策・ プロ グラム 、（V i）デ

ータ収 集・分 析・ 調査研 究、（V ii）意 識啓 発・ ア ドポ カ シー ・

研修 という7 部構成 で、計 5 6 項 目の質 問が行な われて いる。

ここで も、「暴力 に対 応す る主 体 と しての子 ども」 と い う

表現で子 ども参 加 に焦点が 当て られて いる こと に注 目す る必

要が あろ う。 具体 的 には 、（a ）政策 や プ ログ ラム の実施 ・ 立

案における子供参加、（b）法廷等での意見表明における配慮、

（C）子ども参加を支援するための資源の3 点について質問が行

なわれてい る。

ア ンケー トの 回答 期限 は2 0 0 4 年7 月 3 1 日とさ れてい た。

各国政府 か らどの ぐらいの 回答 があ ったの か 、日本政 府は 回

答した のか とい った点 につい て はい まの と ころ不 明で ある 。

いず れ にせ よ、 このア ンケー トは N G O や 自治体 が子 どもへ

の暴 力につ いて総合 的検 証を進 める うえで も有益 な 内容で あ

り、活用が期 待さ れる。 ピネ イロ氏 が研究計 画書 のな かで述

べる よ うに、この研 究 は 「でき るだ け多 くの 国で 、子 どぅへ

の暴 力の状 況に関 する 国 レベル の包括 的検 証を 喚起す る」 こ

とによって こそ本 来の意義 を発揮 するか らである。

研究の成果は2 0 0 5 年の国連人権委員会第6 1会期に提出

され 、その後 チ ャイル ド・ フ レン ドリー版 と ともに出版 され

る予定 とな ってい る。研 究期 間が短 いこ ともあ ってど こまで

充実 した成果が得 られるかは未知数の部分もあるが、結果が

公表され ればまた その概要 をお知 らせ したい 。

＊同国 際研 究 につ いての資 料は

h ttp ：／／1 9 3 ．1 9 4 ．13 8 ．19 0 ／htm l／m e n u2 ／6 ／C「C／S tU d y

．h tm 参照。

喰留
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「 干葉県子ども人権条例」（素案）の発表後の取 り組み

米田 修 （「干葉県子ども人権条例」を実現する会事務局長）

1 ．活動の年度計画について

今年 2 月 に同条例 （素案 ） を発表 しま した （発表 ま での経

緯・素案の内容については、「子 どもの権利条約」 N E W S

L E T T E R 第 7 2 号7 頁を参照願います）。

この素案 を含め 、当会 の活動 を知 っても らい この 取 り組 み

を広げるために、今年度の活動計画として、①県行政が子ど

も人権 条例 を提案 しやす いよ うに環境 を整 える こと （県議 会

を含 め）。（む子 ど もの参 カロの 拡大 を 図る こ と。③子 ども関 係

団体 との交 流を拡大 す ること によ って、運動へ の賛 同の輪 を

広げ る こと。④素案 につ いて懇談 会等 の開催 。（9 広 く県民 か

ら 「素 案」 に対す る意見 を得て 、対話 の機会 を持つ こと。（む

県行政との交流の機会の拡大を図ること。等の方針を定期総

会 で決め ま した。

その具 体的 な活動 は、（か干 葉県子 どもタ ウンミーテ ィング

の開催、②超党派による県議会議員との勉強会の実現 （今年

度中開催を予定）、③子ども関係団体との交流の計画的な実

施 （6 月に千葉県弁護士会子どもの権利委員会との意見交換

開 催）、（勤王 ニタ ウ ンミー テ ィン グ・ 学 習会 （千 葉市・ 松 戸

市・市原市各市内の学習会・千葉大学生等団体との学習会を

開催済 み）を実施 する こと等 を計画 しま した 。

2 ．具体的な取 り組み について

干 葉県子 どもタ ウ ンミー テ ィン グの開 催 〔5 月 5 日・ 子 ど

もの 日・干葉 市文化 センター大 ホール〕

（イ）子ども当事者、行政、政党、子ども関係機関、市民に

集ま っても らい 、子 どもの人権 について考 え、話 し合 い、 こ

の運動の 必要性 を理解 し、参 加 しても らう機 会 とする。（口）

大きな集会 を行 う ことによ り、今 まで参加 して こなか った人

たち や関係 団体 が この 問題 に触 れて 、参加 し、輪 を広 げる機

会とす る。（ハ）干葉 県の地 域福祉支援 計画の タウ ンミー テ ィ

ングの 流れ に、子 ども支援 の視点 で参加 してい く機会 とする。

（二）会 員 、賛同 団体の 拡大 の機会 とす る。（ホ）この運動 を

全県的な規 模の運動 と して い く機会 とする。（へ）この運動 を

特定の 目的 を持 った 団体の 運動 か ら、よ り一般 的な 県民の運

動と して い く機会 とする。

この よ うな 目標を定 め 、当会が 呼び かけ団体 とな り、県 内

各地の子ども関係団体や市民を中心 に実行委員会 （実行委員

長は不登校経験者の若者）を組織 し、約半年の準備期問を経

て取り組みました。干葉県や、県教育委員会、干葉市、同市

教育委員会、県内市町村、同教育委員会等の6 0 の地方自治

体の団体・関係機関と、県保育協議会、県子ども会育成連合

会等の子ども団体の後援・協賛 と、 N P O 法人ネモちば不登

校・ ひき こも りネ ッ トワー ク、県 内各地 の子 ども劇場 や、共

に育つ教育をすすめ干葉県連緒会等の 7 8 の子ども団体の賛

同を得 て開 くことがで きま した。

5 月 5 日の 当 日は 、午前中 に子 どもや若 者だ けで、「子 ども

のため って本当 ？」 と題 して 「子 どもの しやべ り場」を行い、

午後からは、千葉県知事・同教育長や県子どもの人権専門委

昌会事務局長・中学生2 人・高校生 1人・不登校経験者の若

者（実行 委員長 ） による シン ポジウム 「子 どもの人権 ってな

んですか」 を行い ま した。4 5 0 名 もの参加 者を得 て、 1 日だ

けでは 時間が足 らな い、も っと子 どもた ちの発 言を聞 きたい

と等 の要 望 が多 く出 さ れる タ ウ ンミ ー テ ィ ング にな りま し

た。 アンケー トにも、 1 3 2 名もの方 がび っ しりと書 き込 みを

して く れ ま した 。

「子 ども の人権」 につ いて 、子 どもたち と県知 事・ 県教 育

長らがい っ しょにな って の同 じス テージ で話 し合 い、率直 に

意見交 換が行 えた こと に大 きな 意義 があ ります。 また、実 行

委員会 から「干葉県の子 どもた ちの人権 についての提案」

（当会 条例 素案 に準拠 したも の） に よる具 体 的な提 案 や、 シ

ンポ ジス ト（子 ども本 人の 意見） の意 見や 、会 場の 子 ども や

おとなの 意見 をも とに、当 事者が 直接 意見 を発表 し、聞 くこ

との大切 さ と、県内の 子 どもたち の人権 状況 （子 どもたちの

意見を聞かない学校運営・体罰・高校再編成計画による定時

制の統廃合・障害児の統合教育・子ども病院の統廃合等々の

問題 ）厳 しい ことを互 いに学ぶ ことがで きま した 。

この状況 を改善 する には 、おとな や行政 が、子 ども 本人の

意見 を充 分 に聞 き （子 ども たち に今 回の よ うな意 見表 明 の

場・機 会 を日常的 に保障 する こと、 いか にこれ らが出来 てい

ないか を教 え られ た）、それ ぞ れの立 場 か ら、県 内の 子 ども

たちの 人権 が尊重 される地 域へ と改革 す る日常的 な取 り組 み

の必要 性が確 認され 、本 タウ ンミー テ ィングがその 大きな 一

歩にな った と考え ます （詳 しい報 告集 を出 しま した 。 1 冊送

料込み6 8 0 円 。希望の方 はF A X O 4 3 －2 6 6 －2 3 9 0 米 田まで）。

八巾

子どもの 権利 条 約 第 75号・ 2 004 年 8 月20 日号

』

瑞盛 敬三と

盛彷

句i■



地方 自治 と子 ども施策

全回 自治体シ ンポジ ウム2 0 0 4 in た じみ

子ども にや さ しい まちづ く りをめ ざ して

u世

子 ども施策 をさ らに発展 させ るた めの取 組 み、次世 代育成 支援計画 などの子 ども計画 づ くり、条例 づ くりな どについ て、 自治体職 員 や

研究者等 が情 報交換・ 交流 を行 い ます 。二 日目の分科 会① では 、子 どもたち同士 の実践交 流 も行 わ れます。子 どもた ちの今 と未来 をい っ

し ょ に 考 え ま し ょ う 。

■日時・場所

1 0 月2 2 日（金） 多治見市産業文化センター

1 3 ：0 0 ～ 1 3 ：3 0 開会 にあた り

荒牧重人 （山梨学院大学教授）

西寺雅也 （多治見市長）

1 3 ：3 5 ～ 1 6 ：4 5 全 体会 シンポ ジウム

～子 ども にやさ しいまちづ く りをめ ざ して～

喜多明人 （早稲田大学教授）、三重県、

川崎市、多治見市

1 6 ：5 0 ～ 1 7 ：2 0 特別報告

～ 自治体の子 ども施策 は いま～

全 国 自治体調 査か らの現状報 告

1 7 ：3 0 ～ 1 9 ：3 0 交 流会 （参 カロ費 ：2 ，0 0 0 円）

1 0 月2 3 日 （土） 多治見市立 多治見中学校

1 0 ：0 0 ～ 14 ：3 0 分科会①～⑥

（D 【子 どもの意 見表明・参 加 と子 ども 】

川崎市、高浜市、滋賀県、多治見市の子どもたちが

参加 し、子 どもたち 同士で実 践交流 を行い ます ！

②【子どもの救済】

相談・救済の しくみ、既設の相談制度との連携

（卦【子 ども計画の策 定 と実 施】

次世 代育成支援 行動計 画のつ くり方 と子 ども の現実

④ 【子 どもに関す る条例の 策定 と実 施】

条例 づ くりや実施の現 状や課罠頁

（9 【行政・市民・N P O 等との協働】

協働 の方法・ ルール づ くり

⑥ 【子 どもと情幸別

子 どもに関す る情報の収 集や

1 4 ：4 5 ～ 16 ：0 0 全体会

子ども施策の展望と課題

－2 0 0 4 in た じみの成果 をふ まえて

シンポジス ト ：山本克 彦、吉 田恒雄 、喜多明人 、

浜E∃進士、野村武司

コーデ ィネー ター ：荒 牧重人

■参加費 1 ，0 0 0 円 （資料代）

■ご参 加につ いて

多治見市H P（http ：／／w w w ．c ity ．ta jim i．g ifu ．jp ）文化と人権

の課 に、詳 細な開 催要項 及び 申込書 があ ります ので ご利用 く

ださい。

『「地方自治 と子ども施策」全国自治体シンポジウム2 0 0 4

i n たじみ』開催本部

事 務局 ：‡507・8703 多治見市 日 ノ出 町2 －1 5

多治見市企画部文化と人権の課
T E L ：（0 5 7 2 ）2 2 －1 1 1 1（4 0 9・4 1 0 ）

FA X ：（0 5 7 2）2 4 －0 6 2 1
E －m a il：jin k e n ＠c ity ．ta jim i．g ifu．jp

子 ど もの 権 利条 約 の批 准 か ら10年 。 あ らた め て子 ど もの権 利条 約 を読 んで み

ません か ？ この コーナ ー で は毎 回条 文 をい くつか取 り上 げ、子 ど もに読 ん で も

ら う こ と を念 頭 に お い て わ か り や す く解 説 し て い き ま す 。 も ち ろ ん 、 お と な の

方も ど う ぞ J

【 第 10 条】

「お父さ ん を早 く返 して欲 しい。」 埼玉 県 に住 む中学 生 の

E さん家 族は、 イラ ンか らや って きた。 E さん のお父 さん は

入国管理局 の施 設 に収 容され て いる。 どう して、 E さんの お

父さんは施設 に入 らされち やつたんだ ろ う ？

1 9 8 0 年代後 半 か らア ジアや 中東、 ラテ ンアメ リカ、 アブ

臣ご≡：ら来 日 し、 ビザの 期限 がきれ ても その まま 日本 で

権利条約 第 75号・ 2 004 年 8 月2 0 日号

安 部 芳 絵 （子どもの参カロファシリテ一夕ー）

働き つづ ける人が 増え てきた。 そんな オー バー ステイの 人達

は、今で も約 2 6 万 人 いる とい われ て いる 。 E さん のお 父 さ

んも その一人 。オー バー ステ イ して いるの が入 国管理 局 にわ

かる と、施設 につれ て いかれ 、審 査 がされ る。そ の結果 、特

別に日本 に残 る ことも できる けれ ど、多 くの場合 は 「強 制退

去」 とい って本 国に強制 的に帰 らせ られ て しま う。

お父 さん が収容 され 、会えな いだ けで も悲 しいの に、弓垂制



退去 させ られて しま った らど うだろ う ？強制 退去 の場合 、日

本の 法律 では5 年 間 は入国 する ことが でき ない んだ 。つ ま り

E さん はお父さ ん に最 低 1年 間 は会え ない こ とにな って しま

う。 この よ うな とき に頼 りにな るの が子 ど もの権 利条 約 1 0

条だ。

1 0 条で は 、国を 越え て離 れ離 れ にな って しま った親 子の

出入国 につ いて定め ている 。離れ離 れ になるの には 、強制退

去や武力紛争・災害などで難民になってしまった場合、移民

などさ まざ まな理由 がある 。どんな 理由 にせ よ、国 は家族の

再会を 目的 とする子 どもや親 の出入 国の 申請 を、子 どもの こ

とを第一 に考え 、人道 的 にそ してす みや かに扱 われな けれ ば

ならな い。そ れは 9 条で も書 いた けれ ど、子 ども と親 は子 ど

もにと ってよ くない場合 をの ぞいて なるべ く一緒 に いた方が

いい と条約 が考 えて いる か らなん だ 。そ して 、子 ども に は、

ちが う国 にいる親 に会 う権利 もある 。だ か ら国 は、強制 退去

させ られ ても、子 ども が親 に会 うことが できる よ うに工 夫 し

なければい けな い。

残 念なが ら、今 の 日本 の法律 は子 どもの ことを 一番 に考え

ている とは言えな い。 だか ら E さんの よ うに悲 しい思い をす

る子 が増え ている んだ。 それ に、施設 に収 容され るの は実は

おとな だけ じやな い。突然 、施 設 にいれ られ、学校 にもいけ

なくな って しま う子 もい る。 強制送 還 させ られ る子 も いる。

日本で長 く暮 した子 ども か らは 「母国 の言葉 はほ とん ど話 せ

ないか ら、帰 って も学校の 勉強 につ いてい けない」 と不安 な

声があが っている 。

だか ら、国 はオー バース テ イの 人を見 つ けた らす ぐに収容

するので はな く、子 ども にと って一番 いい ことはな んなの か

を考えて 、本国 に返 すかその ま ま日本 に滞在 O K か ど うか を

決めて欲 しい。

掘
y

♂

W
〃

子どもの権利条約 フォーラム いばらき2 0 0 4 in 取手だよリ

2 0 0 4 年 1 1 月 2 0 日（土 ）＆ 2 1 日（日）

於：取手市立福祉会館

実行委 昌会の現 場 、とても わ くわ くす る流れ に乗 ってい る

と思 う。

まず 、子 どもた ちか らの アイデ アや意見 が とてもお も しろ

い／フ ォーラム タイ トル お となか らの提案 「世界 （地 図）の

中心 で子 どもの権 利条 約をさ けぶ」 は、 こども実 行委員 会で

新たに練 られて 「地 図」 を削 除 して 「世界 の中心 で子 どもの

権利条約 をさ けぶ」 に決定 ！また 、こんな 案が飛 び出た 。今

年のテ レビ ドラマ 、映画 等 をも じ りチラ シのい ろんな箇 所 に

散りばめた らどうか ？そ した ら面 白い ／権 利条約 はなん か堅

いと思われがち だけ ど、面 白が って くれ るかも。

キ ミは い くつ の ドラマ 、 映画 タ イ トル を 見 つ け られる か

な？って いうクイ ズを チラシ に載 せ た らど うか ？とい う こと

にな りサ ブタイ トル は～いつ も考え てない コ ト、今 考え ても

いい カモ～ に決 ま り。 また 「全 体会 」「分 科会 」 ってい うの

なんか よ くわか んない 。特 に分科 会 って聞 いた とき文化会 か

と思 っていた。 で、私た ち流の 言葉 に しな い ？とい うことで

いろい ろな案が でた。 これまた 、テ レ ビ番組 等を も じって考

え、 その 中で 、全体会 は ＝お も しろい よ全 員集合 ／に決 定。

三 浦 智 恵 （実行委昌会メンバー）

分科会 は、 分科会 の 分 を使 って 「分 かれ て いい とも ／」 と、

取手 の 取 り と トリ ビ ア の ト リを も じ っ て 、「 ど こ で も 取 り ビ

ア、へ 工～」 が最 後 まで 悩 み 、分 科 会 ＝ 「分 かれ て い い と

も／」 に決定 した。

全体 会の前半 は、お とな と子 どもが分 かれてそれ ぞれ運営 。

後半 は、子 ども とお とな の合 同。前半 の子 どもの 部分 は、他

県の子 ども活動 団体 とメール や実際 に遭 って、 当 日参カロの子

どもたち とコラ ボでき るよ うな企画 を子 どもた ちの手 でど こ

まで出来 る かや って みた い と決 ま った。「お とな には こうい

う言 葉の ほ うがわ か りや すい かも 」 なん て意 見も 出て くる 。

うううん、私 は とても刺激 を受 けて いる 。そ して その反 面さ

まざ まなお となた ちと取 り組 む中で 、権利 とはな んだ ろ うと

考え る機 会 に多 く遭遇 している 。

子 ども時 代に思 いを馳 せな が ら、 いま はお とな と して た く

さん 失敗 しな が ら関 わ ってい きた い 。（失敗 ？そんな の全 然

かまわ ないんだ よ って 、鳴呼）

子どもの権 利 条 約 第75 号・ 2 004 年 8 月20 日号 ∠』
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◎⑳⑳◎◎⑳ 子 ど も の 権 利 条 約 批 准 1 0 周 年 記 念 ⑳⑳⑳⑳⑳⑳

串醤亀⑯ あ国包 亀訝口 金㊥㊥4

《 第2 回≫対 テ ロ戦争 の 中の子 ど も達 （実践編のみの参カロも大歓迎です り

講義編 9 月 17 日（金）19 ：0 0 ～2 1：0 0（受付開始 18 ：3 0 ） 大河内 秀人（パ レスチナ子どものキ ャンペーン常務理事）

実践編 1 0 月 15 日（金）19 ：0 0 ～2 1：0 0（受付開始 18 ：3 0 ） 各回とも、内田 塔子（立正大学講師） 林 大介（C R C ネット事務局次長）

第3 回 「マイ ノ リテ ィーの子 どもたち （仮 ）」

≪講義編 ≫1 1月 ≪実践編 ≫12 月

第4 回 「少年事件と子どもたち （仮）」

≪講義編≫2 0 0 5 年 1月 ≪実践編≫2 0 0 5年2 月

第5 回 「児童労働一日本の子どもと世界の子ども（仮）」

≪講義編≫2 0 0 5 年 3 月 ≪実践編≫2 0 0 5年 3 月

く終了分〉

第1回 「子どもの権利条約の基礎知識」

≪講義編≫ 6 月 1 5 日（火） 19 ：0 0 ～2 1 ：0 0

荒牧 重人（山梨学院大学法学部教授）

≪実践編≫ 7 月 16 日（金） 19 ：0 0 ～ 2 1 ：0 0

※内容を変更する場合がありますので参加されるときはご確認ください。

会場 ：子どもの権利条約ネッ トワーク事務所（みなとN P O ハウス

4 階）●地下鉄日比谷・大王工戸線 「六本木」駅徒歩2 分・旧

三河台中学校

参加費（資料・ 会場費）：

一般 おとな1，0 0 0 円／子ども（ 18 歳未満）5 0 0 円

会員 おとな 8 0 0 円／学生・子ども無料

定員 ：2 0 名 ※資料などの準備があ りますので事前申込をお願

い しま す

＜ 主催・問合せ先＞ 子どもの権利条約ネ ットワーク

〒10 6 －0 0 3 2 東京都潜区六本木4 －7 －1 4 みなと N P O ハウス4 F

T EL・FAX  O 3 － 3 4 7 0 － 0 7 4 4
E －m a il ：n C「C ＠a b e a m ．o c n ．n e ．jp ● U R L ：h tt p ノ／W W W 6 ．o c n ．n e ．jp ／‾n c「c ／

今こモ必要な、自分と人とをたいせつにする人権の本 ！

▲r

［

J r
［

監修 荒牧 重 人 （山梨学院大学法科大学院教授）

小学校高学年～中学生向／全6巻

各48ペ ージ／A 4変型判／ オール カラー

揃定価17，6 40円 （揃本体16，80 0円）

各巻定価2，94 0円（本体2，80 0円）

巻

巻

巻

巻

巻

巻

1
2
3
4
5
6

』

一自分 をたいせつに”か らは じめよう

いじめ、暴力、虐待から自分を守る
意見 をいって自分 もまわ りも変わる

佐々木光明 編著

坪井節子編 著

喜多明人 編著

し1ろいろな人の人権 を考える 石井小夜子 編著

立ちあがるせ界の子 どもたち 甲斐田万智子 編著

情報 を得 ること伝えること 野村武司・ 平野裕二 編著

ポプラ社
〒1 6 0－8 5 6 5

東京都新宿区大京町22－1

フリ ー ダイ ヤ ル F A X

O 120－536 18 8

電話 03－33 57－22 12

子どもの権 利 条約 第75 号・ 20 04年 8 月20 日号

「子どもの権利条約」h10フ5

2 0 0 4 年 8 月2 0 日発行

★発 行（隔月刊）

子どもの権 利条 約ネ ッ トワー ク

N etw o「k fo rthe  C o n v e n t i o n  o n t h e

R ig h ts o f th e C h ild

〒106－0032 東京都港区六本木4 －7 －14

みな とN P O ハ ウス 4 F

T E L ＆F A X  O 3 － 3 7 4 6 － 0 7 4 4

（ 事務所受付時間／火・金 1 2 ：0 0 ～ 17 ：0 0）

ホームページ

h ttp：／／W W W 6 ．o c n．n e．jp／‾n c rc／

E メール

★発行人

★編集人

★年会費

n c「C ＠a b e a m ．o c n ．n e ．jp

喜 多 明 人

内 田 塔 子

5 0 0 0 円 学生3 0 0 0 円

1 8 歳未満 10 0 0 円

定期 購読4 0 0 0 円

＊郵便振替 0 0 1 8 0 －2 －7 5 0 1 5 0

★印 刷 ㈱ 第一 プ リン ト


